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団体の福利厚生制度のため

新規加入・内容変更・保険金等請求の手続きが簡単

毎年の保障額見直しが可能

医師の診査が不要で
健康状態等の告知のみで加入が可能

加入後に病気になられても、
同額もしくは同額以下の保障額での継続が可能

制度のしくみ

制度名 お支払件数 お支払金額

1 2 31年間で大きな基金を作ります。 保険金をお支払いします。 剰余金が生じた場合に
ついては、配当金として
お返しします。

配当金
剰
余
金

制度運営費

保険金 1
年
後集まった

お支払実績 

※この保険は1年ごとに収支計算を行ない、
　剰余金が生じた場合は配当金としてお返しする仕組みになっています。

制度の必要性

もし、みなさんに万一のことがあった場合、残された家族は生活の
大きな支えを失うことになり、経済的・精神的な援助が必要になります。

もし、みなさんに万一のこと（死亡）が
あったら…

暮らし向きについての意識

資料：厚生労働省
「国民生活基礎調査」（令和3年） 
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全世帯

Step ❶ 〉 必要な生活費の変化 Step ❷ 〉 万一のことがあった場合
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生活費の推移

結婚 こども
大学入学

定年
退職

不足額

公的遺族
年金

家
族
の
生
活
費

世帯主
死亡

結婚から定年退職までの、
一般的に必要な生活費の変化をみてみましょう。

世帯主に万一のことがあると、のこされた家族は公的遺族年金を
受け取ります。しかし、公的遺族年金だけでは現在と同じ生活水準
を維持するのが難しいと思われます。
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ライフステージの変化により、準備すべき必要な生活費は変化します。
万一（死亡）の場合の必要保障額の考え方について、以下の2つのステップで考えてみましょう。
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テンプレート名：簡易リーフレット（世代別おすすめ付き）
パーツ名：表面_BG・1BG＋2BG_C5_1_007_H1_制度の必要性1_BG・1BG＋2BG用
チェックシート項番：－

凡例 あんパン引用データ（引用なしは手入力） 条件により文言をシステム制御 編集画面で手入力またはプルダウンより選択

箇所 可変条件 可変内容 備考



＜今後のスケジュール＞ （＊）剰余金が生じた場合は配当金としてお返しします。

今回のご案内 加入手続
き期間

配当金
還付（＊）

保険期間

独身の方の場合

自分自身のための保障を
中心に準備しましょう！
万一の場合に備え、必要最低限の保障を準備
することをおすすめします。

本人　　歳の場合
おすすめプラン▶

or

子育て世代の方の場合

ご家族が増え、最も保障の
充実が必要な世代です。
万一の場合を考えて、ご家族のために手厚い
保障を準備しましょう！

本人　　歳の場合
おすすめプラン▶

シニア世代の方の場合

老後の生活と病気への備えの
バランスを考えましょう！
お子さまが独立したり、ローン返済の目途がついたとき
には保障内容の見直しをすることをおすすめします。

本人　　歳の場合
おすすめプラン▶
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※詳細はパンフレットをご確認ください。
＜加入手続き等に関するお問い合わせ先＞


